
1 　履行期間　　令和8年(2026年)4月1日～令和9年（2027年）3月31日

2 　履行場所　　熊本市内一円

3 　項目

名　称 単位 備考

1 テント（1間×2間） 1日 １張あたり　支柱・ロープ・重り込み

2 テント（1間×2間・四方に風よけ付き） 1日 １張あたり　支柱・ロープ・重り込み

3 テント（2間×3間） 1日 １張あたり　支柱・ロープ・重り込み

4 テント（2間×3間・四方に風よけ付き） 1日 １張あたり　支柱・ロープ・重り込み

5 ミニ倉庫（0.25坪） 1日 １棟あたり　設置・撤去作業費込み

6 耐風養生費（ミニ倉庫（0.25坪））　 1回 １棟の処置を１回とする

7 アルミコンテナ（1.2坪クラス） 1日 １棟あたり　設置・撤去作業費込み

8 耐風養生費（アルミコンテナ（1.2坪クラス）） 1回 １棟の処置を１回とする

9 コンテナハウス（2坪クラス） 1日 １棟あたり　設置・撤去作業費込み

10 コンテナハウス（2坪クラス・エアコン備え付け） 1日 １棟あたり　設置・撤去作業費込み

11 耐風養生費（コンテナハウス（2坪クラス）） 1回 １棟の処置を１回とする

12 コンテナハウス（3坪クラス） 1日 １棟あたり　設置・撤去作業費込み

13 コンテナハウス（3坪クラス・エアコン備え付け） 1日 １棟あたり　設置・撤去作業費込み

14 耐風養生費（コンテナハウス（3坪クラス）） 1回 １棟の処置を１回とする

15 コンテナハウス（4坪クラス） 1日 １棟あたり　設置・撤去作業費込み

16 コンテナハウス（4坪クラス・エアコン備え付け） 1日 １棟あたり　設置・撤去作業費込み

17 耐風養生費（コンテナハウス（4坪クラス）） 1回 １棟の処置を１回とする

18 コンテナハウス（5.6坪クラス） 1日 １棟あたり

19 コンテナハウス（5.6坪クラス・エアコン備え付け） 1日 １棟あたり

20 耐風養生費（コンテナハウス（5.6坪クラス）） 1回 １棟の処置を１回とする

21 コンテナハウス（5.6坪クラス）設置・撤去作業費 1回 １棟あたり　設置：0.5回　撤去：0.5回とする

22 コンテナハウス（8坪クラス） 1日 １棟あたり

23 耐風養生費（コンテナハウス（8坪クラス）） 1回 １棟の処置を１回とする

24 コンテナハウス（8坪クラス）設置・撤去作業費 1回 １棟あたり　設置：0.5回　撤去：0.5回とする

25 ひさし（コンテナハウス2坪～8坪クラス） 1日 １箇所あたり

26 ひさし（コンテナハウス2坪～8坪クラス）設置・撤去作業費 1回 １箇所あたり　設置：0.5回　撤去：0.5回とする

27 連棟式ハウス（4坪クラス） 1日 １棟あたり　設置撤去作業費込み

28 耐風養生費（連棟式ハウス（4坪クラス）） 1回 １棟の処置を１回とする

29 連結費（連棟式ハウス（4坪クラス）） 1箇所

30 ひさし（連棟式ハウス（4坪クラス）） 1日 １箇所あたり

31 ひさし（連棟式ハウス（4坪クラス））設置・撤去作業費 1回 １箇所あたり　設置：0.5回　撤去：0.5回とする

32 パッケージエアコン（3馬力） 1日 １台あたり

33 パッケージエアコン（3馬力）設置・撤去作業費 1回 １台あたり　設置：0.5回　撤去：0.5回とする

34 トイレ（ポンプ式簡易水洗タイプ　和式） 1日 １台あたり　設置・撤去作業費込み　消臭剤込み

35 トイレ（ポンプ式簡易水洗タイプ　洋式） 1日 １台あたり　設置・撤去作業費込み　消臭剤込み

36 トイレ（ポンプ式簡易水洗タイプ　男性用小便器） 1日 １台あたり　設置・撤去作業費込み　消臭剤込み

37 トイレブラインド 1日 １セットあたり

38 トイレブラインド設置・撤去作業費 1回 １セットあたり　設置：0.5回　撤去：0.5回とする

39 耐風養生費（トイレ） 1回 １棟の処置を１回とする

40 フェンス（安全用品） 1日 １枚あたり　ジョイント・ウエイト込み

41 片袖机（1200mm×730mm×740mm） 1日 １台あたり

42 回転椅子 1日 １脚あたり　背もたれ付、肘置きなし

43 ビジネステーブル（1800mm×450mm×700mm） 1日 １台あたり

44 折りたたみ椅子 1日 １脚あたり

45 スチール書庫（880mm×400mm×880mm） 1日 １台あたり

46 ホワイトボード（1800mm×900mm） 1日 １枚あたり　壁掛け型

47 中量棚（1800mm×1800mm×600mm） 1日 １台あたり

48 マップケース5段（641mm×467mm×45mm） 1日 １台あたり

49 冷蔵庫（150L～250L） 1日 １台あたり　２ドア

50 水中ポンプ2インチ 1日 １台あたり　ホース含む

51 水中ポンプ3インチ 1日 １台あたり　ホース含む
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名　称 単位 備考

52 発電機（2Ｋ） 1日 １台あたり　低騒音型　燃料費込み

53 発電機（3Ｋ） 1日 １台あたり　低騒音型　燃料費込み

54 軽運送費（軽量備品） 1往復 １台あたり

55 軽運送費（重量備品） 1往復 １台あたり

56 2ｔ運送費 1往復 １台あたり　クレーン付車両を使用

57 4ｔ運送費 1往復 １台あたり　クレーン付車両を使用

58 6ｔ運送費 1往復 １台あたり　クレーン付車両を使用

59 7ｔ運送費 1往復 １台あたり　クレーン付車両を使用

60 昇降用階段（1.2ｍタイプ） 1回 1台あたり　基本料

61 昇降用階段（1.2ｍタイプ） 1回 1台あたり　手摺付き　付属品・設置・撤去作業費込み

62 昇降用階段（2.0ｍタイプ） 1回 1台あたり　基本料

63 昇降用階段（2.0ｍタイプ） 1回 1台あたり　手摺付き　付属品・設置・撤去作業費込み

64 昇降用階段（3.0ｍタイプ） 1回 1台あたり　基本料

65 昇降用階段（3.0ｍタイプ） 1回 1台あたり　手摺付き　付属品・設置・撤去作業費込み

66 バリケード 1日 1台あたり　A型バリケード　脚2個・単管(1ｍ)2本

67 バリケード 1日 1台あたり　A型バリケード　脚2個・単管(2ｍ)2本

68 ジャバラゲート（ｻｲｽﾞ3ｍ） １回 1台あたり　基本料

69 ジャバラゲート（ｻｲｽﾞ3ｍ） １回 1台あたり　高さ約200㎝　付属品・設置・撤去作業費込み

70 ジャバラゲート（ｻｲｽﾞ4ｍ） １回 1台あたり　基本料

71 ジャバラゲート（ｻｲｽﾞ4ｍ） 1回 1台あたり　高さ約200㎝　付属品・設置・撤去作業費込み

72 ジャバラゲート（ｻｲｽﾞ5ｍ） １回 1台あたり　基本料

73 ジャバラゲート（ｻｲｽﾞ5ｍ） 1回 1台あたり　高さ約200㎝　付属品・設置・撤去作業費込み

74 折りたたみ式階段ハシゴ（1連梯子・2ｍ） 1日 １台あたり

75 折りたたみ式階段ハシゴ（1連梯子・3ｍ） 1日 １台あたり

76 折りたたみ式階段ハシゴ（2連梯子・6ｍ） 1日 １台あたり

77 安全鋼板（仮囲い万能板）　　1ｍ 1回 基本料

78 安全鋼板（仮囲い万能板）　　1ｍ １回 材料セット・搬出搬入費込み

79 業務用扇風機 1ｼｰｽﾞﾝ １台あたり

80 足場板（木製足場板）　2ｍ 1日 1台あたり　フックなし　幅約240㎜

81 足場板（木製足場板）　4ｍ 1日 1台あたり　フックなし　幅約240㎜

82 単管 1回 基本料

83 単管（1ｍ1本） 1日

84 単管（2ｍ1本） 1日

85 単管杭 1日 直径48.6㎜、長さ1500㎜

86 組立式足場 1日 １台あたり　高さ約200㎝

87 鉄板 1日 1200mm×2400ｍｍ、厚さ18mm以上

88 ゴムマット 1日 900mm×1800mm、厚さ10mm程度

すること。

協議するものとする。

・上記に記載無きもの若しくは不明な点については、別途協議する。

・本契約は、契約期間の中途において消費税率の改定が行われた場合には、当該契約物の引渡日における税率となるよう、当事者間で

・水中ポンプ・発電機については、発掘調査現場での連続2日以上の使用の場合に限る。

・安全鋼板（仮囲い万能板）　の組立・解体施工費は別途契約とする。

(その他）

・設置・撤去（搬出入）日時については、本市職員と打ち合わせのうえ遵守すること。

・設置・撤去（搬出入）が緊急になる場合も予想されるので、その場合即座に対応できるように体制をとっておくこと。

・設置・撤去（搬出入）について、本市職員の指示に従い、誠実に行うこと。

・設置・撤去（搬出入）については、事故がないよう十分注意し、整備不良により生じた事故等は、本市は一切その責を負わない。

・建設機械については、「低騒音型、低振動型建設機械指定要領」　「排出ガス対策型建設機械指定要領」に基づき指定されたものを使用

・賃借物の設置については、安全対策を十分行うこと。

・運送に要する車両については、法律に基づき最適と思われる車種を選択すること。また、選択した理由を説明できるようにすること。

・フェンスについては、枚数により運送車両が異なる。

・コンテナハウス及び連棟式ハウスについては、いずれもカーテン・棚・蛍光灯・消火器が備え付けられた状態であり、単価に含まれること。

・コンテナハウスの5.6坪クラス及び8坪クラス、連棟式ハウス、鉄板、ゴムマットについては、連続30日以上使用することを前提とする。


